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■ 地域に根差した医師、地域を面で支える 

― 松本会長が見解 ― 

 松本吉郎会長は９月28日の会見で、「地域

に根差した医師」の活動について見解を示し

た。地域に根差して診療している医師は、自

院での診療以外にも地域の時間外・救急対応

などの活動を連携して行い、地域住民の健康

を守るためにそれぞれの地域を面として支え

ていると説明。「地域の医師会はそういった

活動に深く関与して運営を続けている。日医

は地域にどっぷりと漬かって、日々地域医療

を支えている医師に改めて深く感謝をすると

ともに、こうした活動について、国民の皆さ

まにも広く知ってほしい」と述べた。 

 地域に根差した医師の活動の具体例として

は、▽地域の時間外・救急対応（平日夜間・休

日輪番業務、在宅当番医、休日夜間急患センタ

ーなど）▽行政・医師会等の公益活動（医師会・

専門医会・自治会・保健所関連の委員、警察業

務への協力、地域医療に関する会議など）▽地

域保健・公衆衛生活動（母子保健、学校保健、

予防接種など）▽多職種連携（訪問診療等の在

宅医療ネットワークへの参画、介護保険関連文

書の作成、アドバンス・ケア・プランニング

〈ACP〉など）▽その他（看護師・准看護師養

成所、医師会共同利用施設への参画、医療DX

など）―を挙げた。こうした活動を後方から支

援しているのが医師会の活動だと指摘した。 

 医師会への勤務医の入会促進が重要である

ことなどにも言及。「勤務医の先生が地域で

開業される時に医師会活動に参加し、地域に

どっぷりと漬かって地域に根差した取り組み

をしてもらうことで、住民が安心して暮らせ

る。まさに街づくりに貢献していくことにな

る」と話した。 

●かかりつけ医の議論が発端ではない 

 今回の発表は、直近のかかりつけ医を巡る

議論に端を発したものではないと説明。その

上で「ただ、今日話したところは、かかりつ

け医の機能と全く無縁ではない。地域包括ケ

アシステムをしっかりと回していく中で、か

かりつけ医の機能として重要な内容も含まれ

ている」と述べた。   【メディファクス】 

 

■ コロナ特例加算の延長、望ましい対応 

― 長島常任理事 ― 

 長島公之常任理事は９月28日の会見で、新

型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上

の臨時的な取り扱いについて言及した。９月

末期限の２つの特例的加算が10月末まで延長

することが示されたことを受け、「現在、新

型コロナの感染が落ち着いている状態ではな

く、各地域の医療機関が全力で対応している。

その医療機関をしっかりと支える対応を延長

することは望ましいと評価している」と述べ

た。           【メディファクス】 
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■ コロナ患者のリハビリ、後方病床を拡充 

― 10月から特例評価・医療課 ― 

 厚生労働省は10月から、新型コロナウイル

ス感染症の入院患者に対するリハビリテーシ

ョンの実施や回復後の患者の入院を受け入れ

る後方病床の初期対応について、診療報酬上

の特例評価を拡充する。コロナ患者へのリハ

ビリに関しては、疾患別リハビリテーション

を実施した場合に二類感染症患者入院診療加

算（250点）を１日１回上乗せ算定できる扱い

とするほか、後方病床に関しては入院から30

日を限度に救急医療管理加算の２倍（1900点）

を算定できる扱いとする。 

 厚労省保険局医療課が９月27日付で出した

事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る

診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その

76）」で取り扱いを明記した。コロナ患者へ

のリハビリに関して算定できる扱いとした二

類感染症患者入院診療加算に関しては、地域

包括ケア病棟入院料など疾患別リハビリの費

用が包括される特定入院料を届け出ている病

棟でも、疾患別リハビリを実施した場合には

１日１回算定を可能とする。新型コロナ患者

の受け入れに関しては必要な感染予防対策を

講じて受け入れた場合にも同加算を算定でき

る扱いとしているが、これとの併算定も可と

する。 

 回復後の後方病床の特例評価に関しては、

従来は二類感染症患者入院診療加算の３倍

（750点）を算定できる扱いに加えて、救急医

療管理加算（950点）を入院から90日まで算定

できる扱いとなっていたが、10月からは入院

後30日に限り、救急医療管理加算の２倍（1900

点）を算定できるようにする。31日目から90

日目までは従来通り950点を算定する。回復後

に受け入れた後方病床から、他の医療機関に

転院した場合でも、回復後に最初に受け入れ

た医療機関での入院初日から数えて30日まで

は、1900点の算定が可能だ。二類感染症患者

入院診療加算の３倍の取り扱いは従来通りで、

救急医療管理加算の２倍との併算定もできる。 

●発熱外来の特例措置などは１カ月延長 

 厚労省保険局医療課はさらに、27日付の同

事務連絡（その77）で、９月末で期限を迎え

る発熱外来や自宅療養者に対する電話などで

の診療に関する診療報酬上の特例を、10月末

まで１カ月延長した。具体的には、必要な感

染予防策を講じた上で新型コロナ疑い患者の

外来診療を行った場合に院内トリアージ実施

料（１日300点）を算定できるのに加え、自治

体のホームページなどで公表されている発熱

外来の場合は二類感染症患者入院診療加算を

上乗せし、合計550点を算定できる特例措置と、

自宅・宿泊療養者への電話等での診療に関し

て、重症化リスクの高い患者については同加

算に147点を上乗せし合計397点を算定できる

取り扱いとする。    【メディファクス】 

 

■ 第２期循環器病対策計画策定へ 

― 日医などが意見、厚労省・協議会 ― 

 厚生労働省は９月28日の「循環器病対策推

進協議会」（会長＝永井良三・自治医科大学

長）で、2023年度からの第２期循環器病対策

推進基本計画の策定に向けて実施した書面ヒ

アリングの結果を公表した。ヒアリングは日

本医師会を含めた計26団体に行った。 
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 ヒアリング項目は▽循環器病に関する指標

▽関係する諸計画との連携▽感染拡大時でも

機能を維持できる医療体制の整備―。「医療

体制の整備」の項目に関して日医は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、一部で全

身麻酔や手術の延期、救急搬送やその受け入

れ困難事例が発生していたことなどに言及。

中小病院や中核病院でも、循環器病の診療体

制に逼迫が生じているとした。その上で「平

時から、循環器病の診療を担っている診療所

も含めた医療機関の役割は大変重要」とし、

「特に、高齢者の脳卒中や心臓病等に対する

診療がおろそかにならないよう、平時、感染

拡大時問わず、循環器病に対して取り組んで

いく必要がある」との考えを示した。 

 日本病院会は「平時から各病院が感染拡大

時のBCP（事業継続計画）を作成しておくこと」

や「クラスター発生時に圏域内で診療機能を補

完できる体制をつくっておくこと」が重要と指

摘した。さらに「病院ごとに得意とする専門分

野が異なるため、脳卒中と心臓大血管は明確に

分けて計画を作成することが重要」とした。 

 全日本病院協会は「全ての病院がコロナ患

者を受け入れることを求めるのではなく、そ

れぞれの病院が果たすべき機能を継続するこ

とを考慮すべき」だと主張。例えば、循環器

疾患専門病院や脳血管疾患専門病院としての

機能を果たすことが求められる医療機関が、

コロナ患者を受け入れなくてはならないよう

な事態は避けるべきだと指摘した。その上で

「地域の中での機能分化は、急性期、回復期、

慢性期だけではなくて、疾患ごとに機能分化

することも検討されるべき」とした。 

       【メディファクス】 

■ 感染経路特定できない症例は報告不要 

― 厚労省、届け出見直しで ― 

 新型コロナウイルス感染症の全数届け出に

関する運用の見直しが９月26日に全国一律で

始まったことを踏まえ、厚生労働省は27日付

で事務連絡「Withコロナの新たな段階への移

行に向けた全数届出の見直しについて」を改

正し、新型コロナ感染症のうち、感染経路が

特定できない症例の報告を不要とすることを

都道府県などに周知した。 

 厚労省は、2020年５月８日付で出した事務

連絡「各都道府県における新型コロナウイル

ス感染症患者のうち感染経路が特定できない

症例の発生状況の確認依頼について」に基づ

き、感染経路が特定できない症例の実態を定

期的に報告するよう都道府県に求めてきた。

コロナ患者の全数届け出に関する全国一律で

の見直しに伴い、発生届の届け出対象となる

人が限定されたことなどを踏まえ、この事務

連絡を廃止するとしている。 

【メディファクス】 

 

■ 手足口病、定点当たり3.77で４週連続増 

― 感染症週報第36週 ― 

 国立感染症研究所は９月27日、感染症週報

第36週（９月５～11日）を公表した。手足口

病の定点当たり報告数は3.77となり、４週連

続で増加した。過去５年間の平均より「多い」

状況だ。 

 都道府県別の上位は山形（17.86）、宮城

（12.34）、福島（6.70）。報告数は１万1774

例。           【メディファクス】 


